
（平成21年度事業）

問

施設評価シート　（一般）

担当課（室）

016

こども課

あ り な し

あ り な し

 本市所管

 近隣市町、民間その他

指定管理者制度導入

すべて直営

一部委託

60 年 2 月
126,224 千円

 国県等補助金

 市債・一般財源等

千円

千円

建設年月

耐用年数

20,403

105,821

合
先 電　話

建物建設費

職・氏名

財
源

０８６９－６４－１８５３

年

平成

50

主幹　畑下昌代

所　在　地

施　設　名 備前市子育て交流センター

備前市吉永町三股１９番地
所属長職・氏名 課長　下山雅也

このシート作成に要した時間 5.0 時間

あ り な し

あ り な し

 本市所管

 近隣市町、民間その他

指定管理者制度導入

すべて直営

一部委託

02 01

01 10

対　　　　象

名　称 備前市子育て交流センター設置条例

（この施設運営によりサービスを受けるのは誰か？）

児童、子育て家庭及び子育て支援関係者

子育て交流センター運営管理事業

やさしさあふれるまちづくり健康でやさしさあふれるまちづくり 基本施策
総合計画上の位置付け

基本目標

施　策 子育て支援

根拠法令等の有無

事務事業名

あ り な し

あ り な し

 本市所管

 近隣市町、民間その他

指定管理者制度導入

すべて直営

一部委託

（この施設運営によってどのような状態を目指しているのか？）

目　　　　的

施  設  内  容

  114 　㎡　　

4時間まで2000円8時間まで4000円8時間超える5000円

4時間まで3000円8時間まで6000円8時間超える8000円

規　模

調理室

延べ床面積　493.7　㎡

　 83.4　㎡　　　　

㎡

鉄筋コンクリート平屋建て

ふれあい交流室

放課後児童ク ブ室

施設内容

児童の放課後の活動及び子育て家庭の育児支援や交流を促進することにより、子育てしやすい環境を整備す
る。

料金体系（直近の改定：平成　年　月）

あ り な し

あ り な し

 本市所管

 近隣市町、民間その他

指定管理者制度導入

すべて直営

一部委託

放課後児童クラブ事務室 　 22.7　㎡ 設備使用料1時間につき厨房熱器具・冷暖房機器の料金

　ふれあい交流室400円・調理実集室300円

（指定管理者名　又は　一部委託の内容）

管理運営方法

規       模

料  金  体  系 休憩室

倉庫・資料室

     5.4    ㎡

  136.8  ㎡

　 11.3　㎡

更衣室

共用部分

　 15.5　㎡

　 41.4　㎡

子育て相談室

　 63.2　㎡　　　　放課後児童クラブ室

あ り な し

あ り な し

 本市所管

 近隣市町、民間その他

指定管理者制度導入

すべて直営

一部委託

平成21年度実績

1 2 939

単位

人/千円

類似施設の状況

（施設名及び施設の概要）

備前市社会福祉センター

管理運営方法

項　　　　目 平成19年度実績

188正規職員

平成20年度実績

1 2 4 2360 0

あ り な し

あ り な し

 本市所管

 近隣市町、民間その他

指定管理者制度導入

すべて直営

一部委託

人 人 人

人 人 人

398

816

1.2 939 人/千円

人/千円

千円

臨時職員

1,905

7 226

 減価償却費

188

 指定管理料

合 計

 維持補修費

 物件費

 その他（　　　　　　　）

 人件費

経
　
　
　
費

正規職員

74

1,011

1,905

216

946

千円

千円

千円

千円

1.2 4,2360.0

3 255 千円

1,905

4 058

あ り な し

あ り な し

 本市所管

 近隣市町、民間その他

指定管理者制度導入

すべて直営

一部委託

34

0 4%

7,194

8,647

4,021

7,226合　計

 一般財源

 特定財源

受益者負担率

 使用料

 その他

指定管理者の利用料金収入等

財
源

32

 年間利用者数

 利用者1人当たりコスト（一般財源）

11,077

832291

3,221

1 0%

3,255

％

千円

千円

千円

千円

人

円

千円

0 9%

4,058

37

7,852

512

あ り な し

あ り な し

 本市所管

 近隣市町、民間その他

指定管理者制度導入

すべて直営

一部委託

0.4% 受益者負担率 1.0% ％0.9%

あ り な し

あ り な し

 本市所管

 近隣市町、民間その他

指定管理者制度導入

すべて直営

一部委託

平成21年度

合計

稼

（単位：日，人）

3月2月

7 98

1月

4 11 12

6月 7月

410 12 10

8月 9月 10月 11月 12月

9

4月 5月

3

種別＼月

開館日数 8 8

薄れていない

薄れている

設置すべきである

必ずしも設置する必要はない

影響が大きい

影響はさほどない

順調である

順調でない

適正である

見直す余地がある

統合は可能

統合は不可能

削減の余地はある

削減の余地はほとんどない

 廃止・閉鎖が可能

 類似施設との統合が可能

 民間又は地域等への譲渡が可能

 指定管理者制度の導入が可能

 事務等一部委託が可能

 現在の管理運営形態が望ましい

受益者負担は求められない

122

稼
　
動
　
実
　
績

1,622

79 5,377

7

32

98

853

36 157

86

10393

87 16

131105 105

95

118

125

195

60

103

4 11 12 410 12 109

　

205

144

68

154

1,369

14615 15 108

2,030 44 388

195

　

　

176

3開館日数

調理室

放課後児童クラブ

ふれあい交流室

　

　

　

180 375 392

8 8

薄れていない

薄れている

設置すべきである

必ずしも設置する必要はない

影響が大きい

影響はさほどない

順調である

順調でない

適正である

見直す余地がある

統合は可能

統合は不可能

削減の余地はある

削減の余地はほとんどない

 廃止・閉鎖が可能

 類似施設との統合が可能

 民間又は地域等への譲渡が可能

 指定管理者制度の導入が可能

 事務等一部委託が可能

 現在の管理運営形態が望ましい

受益者負担は求められない

児童の放課後の活動及び子育て家庭の育児の支援や交流を図るための場と機
会の提供ができる。

子育て支援活動の場の提供することで、市民に自主的な支援ができ子育て支援
を促進することができる。

施
 

設
 

の
 

妥

判断理由

社会・経済情勢の変化等により、施設のニーズが薄れていないか？

そもそも市が設置・運営すべき施設か？

判断理由

薄れていない

薄れている

設置すべきである

必ずしも設置する必要はない

影響が大きい

影響はさほどない

順調である

順調でない

適正である

見直す余地がある

統合は可能

統合は不可能

削減の余地はある

削減の余地はほとんどない

 廃止・閉鎖が可能

 類似施設との統合が可能

 民間又は地域等への譲渡が可能

 指定管理者制度の導入が可能

 事務等一部委託が可能

 現在の管理運営形態が望ましい

受益者負担は求められない

を促進することができる。妥
 

当
 

性

施設を廃止した場合の市民生活への影響は？

判断理由
子育て支援活動の場の提供することで、市民に自主的な支援ができ子育て支援
を促進することができる。

施設の利用状況は順調か？

順調である判断理由

薄れていない

薄れている

設置すべきである

必ずしも設置する必要はない

影響が大きい

影響はさほどない

順調である

順調でない

適正である

見直す余地がある

統合は可能

統合は不可能

削減の余地はある

削減の余地はほとんどない

 廃止・閉鎖が可能

 類似施設との統合が可能

 民間又は地域等への譲渡が可能

 指定管理者制度の導入が可能

 事務等一部委託が可能

 現在の管理運営形態が望ましい

受益者負担は求められない

類似施設との統合可能性はあるか？

備前市子育て交流センター設置条例に基づき適正である。

施
 

設
 

の
 

効
 

率

受益者負担は適正か？（施設の性質別に設定されている負担割合と比べてどうか）

判断理由

順調である。

子育て環境が統一的に整備ができるのであれば 地域にあった統合も検討課題

判断理由

薄れていない

薄れている

設置すべきである

必ずしも設置する必要はない

影響が大きい

影響はさほどない

順調である

順調でない

適正である

見直す余地がある

統合は可能

統合は不可能

削減の余地はある

削減の余地はほとんどない

 廃止・閉鎖が可能

 類似施設との統合が可能

 民間又は地域等への譲渡が可能

 指定管理者制度の導入が可能

 事務等一部委託が可能

 現在の管理運営形態が望ましい

受益者負担は求められない

率
 

性

判断理由

管理運営に係るコストを削減する余地はあるか？

子育て環境が統一的に整備ができるのであれば、地域にあった統合も検討課題
である。

施設利用者の効率性の高い管理運営を検討する必要がある。

判断理由

薄れていない

薄れている

設置すべきである

必ずしも設置する必要はない

影響が大きい

影響はさほどない

順調である

順調でない

適正である

見直す余地がある

統合は可能

統合は不可能

削減の余地はある

削減の余地はほとんどない

 廃止・閉鎖が可能

 類似施設との統合が可能

 民間又は地域等への譲渡が可能

 指定管理者制度の導入が可能

 事務等一部委託が可能

 現在の管理運営形態が望ましい

受益者負担は求められない

毎年経常的に
今後5年間に

金額（千円）

平成22年度の状況
及び

管理運営の改善案
施設の有効活用を促進し、市民の子育て支援活動が広がるよう検討する必要がある。

施設修繕・大規模改修費用（今後5年間：平成23年度から平成27年度）

内　　容 金額（千円）内　　容

薄れていない

薄れている

設置すべきである

必ずしも設置する必要はない

影響が大きい

影響はさほどない

順調である

順調でない

適正である

見直す余地がある

統合は可能

統合は不可能

削減の余地はある

削減の余地はほとんどない

 廃止・閉鎖が可能

 類似施設との統合が可能

 民間又は地域等への譲渡が可能

 指定管理者制度の導入が可能

 事務等一部委託が可能

 現在の管理運営形態が望ましい

受益者負担は求められない

判
　
　

判
定
理

今後、他部署との連携を図りながら、児童の放課後の活動及び子育て支援
活動のための場の機会を提供をしていく必要がある。

毎年経常的に
必要な修繕費

今後5年間に
必要となる

大規模改修費

薄れていない

薄れている

設置すべきである

必ずしも設置する必要はない

影響が大きい

影響はさほどない

順調である

順調でない

適正である

見直す余地がある

統合は可能

統合は不可能

削減の余地はある

削減の余地はほとんどない

 廃止・閉鎖が可能

 類似施設との統合が可能

 民間又は地域等への譲渡が可能

 指定管理者制度の導入が可能

 事務等一部委託が可能

 現在の管理運営形態が望ましい

受益者負担は求められない

　
定

理
由

活動 た 場 機会を提供をし く必要 ある。

薄れていない

薄れている

設置すべきである

必ずしも設置する必要はない

影響が大きい

影響はさほどない

順調である

順調でない

適正である

見直す余地がある

統合は可能

統合は不可能

削減の余地はある

削減の余地はほとんどない

 廃止・閉鎖が可能

 類似施設との統合が可能

 民間又は地域等への譲渡が可能

 指定管理者制度の導入が可能

 事務等一部委託が可能

 現在の管理運営形態が望ましい

受益者負担は求められない


